
 

 

 

大津市通学路交通安全プログラム 

 

～通学路の安全確保に関する取組方針～ 

 

 

 

 

 

令和４年６月改訂 

【平成２６年１１月策定】 

 

 

大津市通学路安全対策協議会 

 

 



平成２４年に、全国で登下校中の児童生徒が死傷する交通事故が相次いで発生した

ことを受け、大津市においても、教育委員会、警察、道路管理者等が連携して緊急合同

点検を実施し、必要な対策を行いました。 

引き続き関係機関が連携して通学路の安全対策を講じて行くため、「大津市通学路

安全対策協議会」を設立して連携体制の強化を図り、平成２６年１１月には協議会委員の

総意で「大津市通学路交通安全プログラム」を策定しました。以後継続して、本プログ

ラムに基づき通学路の安全対策を進めています。 

今後も関係機関が連携して、通学路の交通安全確保に取り組んでいきます。 

  

 

【参考資料】 平成２４年以降に全国の通学路で発生した主な事故 

発生日 発生場所 事故概要 

平成２ ４年４月２ ３日 京都府亀岡市 集団登校中の児童の列に、無免許運転の軽自動

車が突っ込み、３名が死亡、７名重軽傷。 

平成２ ４年 ４月２ ７日 千葉県館山市 バス停でバスを待っていた児童らに軽自動車が

突っ込み、１名が死亡。 

平 成 ２ ４ 年 ５ 月 ７ 日 愛知県小牧市 登校中の中学１年の男子生徒が信号機のない交

差点ではねられ、意識不明の重体。 

令 和 元 年 ５ 月 ８ 日 大津市大萱 散歩中の保育園児等が車同士の衝突事故に巻き

込まれ、児童２名が死亡、１４名が重軽傷。 

令 和 ３ 年 ６ 月 ２ ８ 日 千葉県八街市 集団下校中の児童の列に、大型トラックが突っ込

み、２名が死亡、１名重体、２名重傷。 



 

本市では、通学路の安全確保について関係機関の連携を図るため、平成２６年度より、

以下を構成員とする「大津市通学路等安全対策協議会」を設置しています。 

本協議会では、危険箇所の状況や安全対策の進捗状況、道路規制・信号機等の設置

計画などについて定期的に情報共有や協議を行い、通学路の安全対策を着実に実施

していきます。  

 

【構成組織】 

・滋賀国道事務所総括保全対策官 

・大津土木事務所道路計画課長 

・大津警察署交通第一課長 

・大津北警察署交通課長 

・大津市福祉部子ども未来局児童クラブ課長(令和４年６月１日追加) 

・大津市建設部道路・河川管理課長 

・大津市教育委員会事務局児童生徒支援課長 

 

【組織図】 
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（１） 基本的な考え方                             

通学路の安全を確保するため、定期的に合同点検を実施し、危険箇所の改善、対策

実施後の効果把握、安全対策の充実を図ります。 

これらの取組をＰＤＣＡサイクルとして繰り返し実施し、通学路の安全性の向上を図っ

ていきます。 

 

【通学路等安全確保のためのＰＤＣＡサイクル】   

 

PLAN
・危険箇所の抽出

・街歩きによる合同点検の実施
・対策の検討

ＤＯ
・合同点検の結果、対策が必要と判断し

た箇所の対策の実施
・既に対策を実施した箇所で、追加対策

が必要な箇所の対策の実施

ＣＨＥＣＫ
・対策を実施した箇所の効果の把握

ACTIOＮ
・対策の改善・充実



（２） 定期的な合同点検の実施                           

市内全小学校区の通学路の危険箇所を、１年に１度合同で点検します。実施時期につ

いては、各機関の調整が可能な時期を選定します。 

危険箇所の改善を効果的に進めるため、小学校等において、事前に保護者や地域関

係者に危険箇所の確認をした上で対策が必要な箇所を抽出し、合同点検を行います。

また、合同点検は小学校区ごとに、学校、教育委員会、道路管理者、警察、その他必要と

思われる者が参加して実施します。 

・危険箇所の確認・抽出 

 学校は、地域関係者と連携して通学路に危険箇所がないかどうかの把握を行い、 

合同点検が必要な危険箇所について報告書を提出します。 

・合同点検の実施 

  学校、道路管理者、警察、教育委員会等で合同点検を実施し、安全対策が必要な危

険箇所を抽出します。 

 

【参考資料】 合同点検時の様子 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 対策の検討                                     

合同点検の実施により明らかになった対策必要箇所について、箇所ごとに、歩道整

備、防護柵設置、路面標示のようなハード対策や、交通規制、交通安全指導のようなソ

フト対策など、対策必要箇所に応じて具体的な実施メニューを検討します。 

 

ハ ー ド 対 策 例 ソ フ ト 対 策 例 

道路、歩道の整備・改良 通学路の見直し 

防護柵の設置（ガードレール、縁石、ポール等） 児童生徒への交通安全指導 

路面標示等の設置（外側線、グリーンベルト等） 交通取り締まり、交通安全啓発 

標識、看板の設置 ゾーン30などの速度規制 

カーブミラーの設置 一方通行などの交通規制 

横断歩道の設置 保護者、地域、学校職員等による街頭指導 

信号機の設置 下草刈り、樹木の剪定 

水路、側溝の有蓋化・改良 所有者、管理者への改善依頼 

街灯の設置 その他 

その他   



（４） 対策の実施                               

対策の実施にあたっては、対策が円滑に進むよう、関係者間で連携を図ります。 

 

（５） 対策効果の把握と対策の改善・充実                     

対策実施後、効果を学校関係者等からの聞き取り等により把握し、合同点検や効果

把握の結果を踏まえて、対策内容の改善や充実を図ります。 

点検結果や対策内容については、小学校区ごとに「通学路合同点検結果」、「危険箇

所対策箇所図」及び「危険箇所写真一覧」を作成し、関係者間で対策状況等に関する情

報を共有するとともに、市のホームページに掲載します。 

 

【掲載例】 

危険箇所合同点検結果一覧 

 

危険箇所対策箇所図           危険箇所写真一覧 

 


